
仙台市公告第 1217号 

 

大規模小売店舗立地法第 6条第 1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第 3項の

規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 

なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、この公告の日から起算して 4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出す

ることができます。 

 

令和５年 11月 30日 

仙台市長  郡 和子 

１ 届出の概要 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ヨークベニマル仙台田子西店       

 仙台市宮城野区田子字中坪３３番、３７番１、４５番、４６番１、４７番１、５６番３、 

５７番２、５９番２、５９番３、６０番３の各一部、３４番、３５番２、３６番２、３７番２、

５７番３、５８番５、４２番１、４２番２、４３番、４４番、５８番６の全部   

仙台市宮城野区田子字田子西１５４番１、１５５番、１５８番１、１５８番２、１６２番１、 

１６３番、１６４番、１６６番、２００番３、２０９番２、２１２番２、２３８番、２６８番の

各一部、１５９番１、１６０番、１６１番の全部      

(2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社 代表取締役 西喜多浩    

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号     

 (3) 変更した事項 

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名  

(変更前) 三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式会社  

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号   

代表取締役 西喜多浩      

(変更後) 三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社 

        東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 

        代表取締役 西喜多浩      

(4) 変更の年月日 

令和５年 10月１日 

(5) 変更する理由 

      商号変更のため 

２ 届出年月日 

  令和５年 11月 24日 

３ 縦覧場所 

  仙台市青葉区国分町 3-6-1 

仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課 

４ 縦覧期間 

  令和５年 11月 30日から令和６年３月 30日まで 

(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

５ 注意事項 

意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他にあってはその名称、代表

者の氏名及び所在地）、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公

表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦



覧に付されます。 

（経済局産業政策部商業・雇用支援課） 


